
  

 

 
半
田
市
立
保
育
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 
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半
田
市
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

半
田
市
立
保
育
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

半
田
市
立
保
育
所
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
半
田
市
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正 

す
る
。 

 

第
九
条
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
九
項
中
「
（
様
式
第
八
）
」
を

「
に
よ
る
現
金
納
付
又
は
口
座
振
替
の
方
法
」
に
改
め
、
同
項
を
第
十
項
と
し
、
第
八
項
中
「
第
六

項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、

同
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

７ 

前
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
も
な
お
、
保
育
料
が
発
生
す
る
場
合
に
お
い
て
、
保
護
者
が
生
計

を
一
に
す
る
満
十
八
歳
未
満
の
児
童
が
二
人
以
上
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
年
長
順
に
二
人
目
以
降
の
年
度

の
初
日
に
お
い
て
満
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
児
童
の
保
育
料
は
、
す
べ
て
無
料
と
す
る
。 

 

第
十
条
第
二
項
中
「
様
式
第
九
」
を
「
様
式
第
八
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
十
」
を
「
様

式
第
九
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
八
を
削
り
、
様
式
第
九
を
様
式
第
八
と
し
、
様
式
第
十
を
様
式
第
九
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 


